
 

原子力災害の事前対策，発生時の緊急事態応急対策，中長期対策について，京都

市，京都府，指定地方行政機関，指定公共機関，指定地方公共機関等の防災関係機

関がとるべき措置等の総合的かつ計画的な原子力防災業務に係る必要な事項を定め

ることにより，原子力災害から市民の生命，身体及び財産を保護することを目的と

する。 

 

○ 京都市の地域に係る原子力災害対策の基本となるもの。 

○ 本計画に定めのない事項については「京都市地域防災計画（一般災害対策編，

震災対策編，事故対策編）」に準拠。 

○ 毎年検討を加え，修正の必要があると認める場合には計画を改定（指針が見直
された段階で順次計画に反映）。 

 

○ 各防災関係機関への周知徹底を図る。 

○ 特に必要と認められるものについて，市民への周知を図る。 

 

 
○ 原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」を遵守。 

 
○ 運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の初期設定値の変更の在り方や放射線以外の

人体への影響も踏まえた総合的な判断に基づくＯＩＬの設定の在り方 
○ プルームの影響を考慮した，プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措

置を実施する地域（ＰＰＡ）の導入   等 

 
○ 緊急時と平常時に分けたモニタリング計画の策定，ＯＩＬの変更手順，線量

評価の手順，事前準備の在り方 

 
○ 緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）以遠における安定ヨウ素剤の投与

の判断基準としての緊急時活動レベル（ＥＡＬ）やＯＩＬの整備，避難や屋内
退避等の防護措置との併用の在り方，投与に関する責任の明確化，事前の配布
や備蓄・補充等の手法等 

 
○ 適切な防災対策の計画及び実施を実現するため，住民の理解や信頼を醸成す

るための情報を定期的に共有する場の設定等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 第１章  総則 

①－１ 計画の目的 

①－２ 計画の性格 

①－３ 計画の周知徹底 

①－４ 計画の作成または修正に際し遵守するべき指針 

今後，原子力規制委員会で検討が行われる事項 

原子力災害事前対策の在り方 

緊急時モニタリング等の在り方

緊急被ばく医療の在り方 

地域住民との情報共有等の在り方 

京都市地域防災計画原子力災害対策編（案）の概要

原子力災害対策指針が見直された段階で，順次本計画に反映。 

１

資料４－１ 



 

○原子力災害対策指針により，過酷事故を想定。 

○ 放射性物質の放出形態  

原子炉施設等で設けられている多重の物理的防護壁が機能しない場合を想定。 

・ 放射性物質の施設外の周辺環境への放出。大気への放出の可能性がある放射性物

質としては，気体状のクリプトン，キセノン等の放射性希ガス，揮発性の放射性物

質である放射性ヨウ素や，放射性セシウムなど常温で個体の放射性物質を含む大気

中に浮遊する微粒子等がある。 

・ 放出された放射性物質は，プルーム（気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一

団）となり，移動距離が長くなる場合は，拡散により濃度は低くなる傾向があるも

のの，風下方向の広範囲に影響が及ぶ可能性がある。また，特に降雨雪がある場合

の地表への沈着，土壌や瓦礫等への付着した放射性物質の飛散や流出に特別な留意

が必要である。 

○ 被ばくの経路  

 外部被ばく ： 体外から放射線を受ける被ばく 

 内部被ばく ： 吸入，経口摂取等により体内に取り込み，体内に取り込んだ放射性

物質が生体内に分布し，体内の組織や臓器が放射線を受ける被ばく 

 

○ 原子力災害対策指針に示されている目安，国の拡散シミュレーションを考慮し，住

民の安全を最大限考慮。 

○ 緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）として，関西電力(株)大飯発電所から半

径３２．５ｋｍ圏域を含む地域を指定。 

 

 緊急時防護措置を準備する区域（UPZ） 

区 地域 
世帯数 
（世帯）

人口 
（人） 

大飯原発から

32.5km 圏内

の居住者 

左京区 
久多 ６５ １０９ 

8 世帯 
13 人 

広河原 ４１ １０９ 
11 世帯 
18 人 

右京区 
京北上弓削町
上川行政区 

５７ １２２ 居住者なし 

計 １６３ ３４０ 
19 世帯 
31 人 

 

 

○ 原子力施設において全面緊急事態に至った場合には，予防的な防護措置としてＵＰ

Ｚにおける屋内退避を原則実施 

○ 放射性物質が環境へ放出された場合には，緊急時モニタリング結果をＯＩＬに照ら

し合わせ必要な防護措置を実施 

 

○ 原子力防災に関し，京都市，京都府，国等の各防災関係機関が処理すべき事務又は

業務の大綱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①－５ 計画の基礎とするべき災害の想定 

①－６ 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲  

（人口等は住民基本台帳による。平成２５年１月１日現在）

①－７ 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の実施  

①－８ 防災関係機関の事務又は業務の大綱  

２ 

原子力災害対策指針の改定に伴う追加 



 

○ 大飯発電所防災業務計画への意見の提出 

○ 大飯発電所における原子力防災組織の原子力防災要員の現況等に関する届出の写しの受領 

 

○ 京都府が行う関西電力(株)からの報告の徴収及び立入検査の実施結果の概要を受領 

 
○ 緊急時の対応等について，平常時から原子力防災専門官と密接に連携 

 

○ 平常時から関係機関，企業等との間で協定を締結するなどの連携強化を推進 

○ 国，京都府と連携し，公共用地，国有財産の有効活用により，避難，備蓄等の応急体制を整備

 

○ 警戒態勢をとるために必要な体制の整備 

○ 災害対策本部体制等の整備 

○ 対策拠点施設に設置される原子力災害合同対策協議会等への派遣体制の整備 

○ 長期化に備えた動員及び応援体制の整備 

○ 防災関係機関相互の連携体制の強化 

○ 消防の相互応援体制及び緊急消防援助隊の派遣要請体制の整備 

○ 自衛隊との連携体制の整備 

○ 広域的な応援協力体制の拡充・強化 

○ モニタリング体制等の整備 

○ 専門家の派遣要請手続きの整備 

○ 放射性物質による環境汚染への対処のための体制の整備 

○ 複合災害に備えた体制の整備 

○ 人材及び防災資機材の確保等に係る防災関係機関等との連携 

 

○ 防災関係機関等との連携体制，機動的な情報収集体制，移動通信系の活用体制等の整備

○ 情報を分析整理するための人材の育成・確保，専門家の活用体制，原子力防災関連

情報の収集・蓄積，資料の整備等 

○ 防災行政無線の整備，情報の伝送路の多ルート化，衛星携帯電話等の活用，通信手

段・経路の多様化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 
平常時モニタリング 緊急時モニタリング 

測定対象・箇所 測定回数 実施内容 

空間 
放射線 

市内 
８箇所 

京 都 府 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ（ ３ 箇 所 ） 連続測定 ・モニタリング監視体制の強化 
・機動的モニタリングの実施 可搬式測定器（５箇所） 毎週１回 

水道水 

水道原水（第２疏水取水口） 毎月１回 ・状況に応じモニタリング回数を増加する
等監視体制を強化 

※浄水処理の強化，摂取制限の実施，代替水の確

保等については，水道対策計画に基づき実施 

給水栓水（市内３定点） 毎月１回 
地域水道・京北地域水道 
（５箇所） 

3 箇月 
に１回 

農産物 市内産農産物 毎月１品目 
・府が実施する緊急時モニタリングに協力

して実施 河川水 
・底質土 

６河川７地点 年１回 

② 第２章  原子力災害事前対策 

②－１ 原子力事業者の防災業務計画に関する意見提出及び防災要員の現況等の届出の受領 

②－２ 立入検査と報告の徴収  

②－３ 原子力防災専門官との連携  

②－４ 迅速かつ円滑な災害応急体制の整備  

②－５ 情報の収集・連絡体制等の整備  

②－６ 緊急事態応急体制の整備  

環境放射線モニタリング計画の実施内容 

環境放射線モニタリング計画

水道対策計画 

３

京都府地域防災計画の改定に伴う追加 



 

○ ＵＰＺ内における避難計画の作成     

○ 避難所等の整備       ○ 災害時要配慮者等の避難誘導・移送体制の整備

○ 住民等の避難状況の確認体制の整備 

○ 避難所・避難方法等の周知  ○ 家庭動物の飼養場所の確保 

 

○ モニタリング，医療等に関する専門家の現地移送への協力 

○ 緊急輸送道路の関連設備の整備 

 

○ 救助・救急活動用資機材の整備   ○ 救助・救急機能の強化 

○ 緊急被ばく医療活動体制等の整備  ○ 安定ヨウ素剤の備蓄          

○ 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 
○ 物資の調達，供給活動体制の整備 

 

○ 防災行政無線，衛星携帯電話等の施設，装備の整備 

○ 住民相談窓口などの広報体制の整備 

○ 多様なメディアの活用体制の整備 
○ 災害時要配慮者及び一時滞在者に対する情報伝達体制の整備 

 
○庁舎の退避先の設定，業務継続計画の策定による業務継続体制の確保 

 

○ 市民等への原子力防災の知識の普及と啓発      

○ 防災教育の実施 

○ 災害時要配慮者，男女双方の視点等への配慮 

○ 大災害に関する資料の収集・公開及び情報発信 

 

○ 防災業務関係者に対する研修の実施 

 

○ 原子力防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせた訓練計画の策定及び実施 

○ 実践的な防災訓練の工夫及び事後評価 

 

○ 消火，人命救助，救急等必要な措置の実施 

○ 事故現場周辺の住民避難等，市民の安全を確保するために必要な措置の実施 

 

○ 国及び京都府と協力して放射性物質の除染に関する資料の収集及び整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②－７ 避難収容活動体制の整備  

②－８ 緊急輸送活動体制の整備  

②－９ 救助・救急及び防護資機材等の整備  

②－１０ 住民等への的確な情報伝達体制の整備  

②－１１ 行政機関の業務継続計画の策定  

②－１２ 原子力防災に関する市民等に対する知識の普及と啓発及び情報発信 

②－１３ 防災業務関係者の人材育成 

②－１４ 防災訓練等の実施 

②－１５ 核燃料物質等の運搬中の事故に対する対応 

②－１６ 災害復旧への備え 

原子力災害避難計画 

４ 



 

○ 特定事象等発生情報等の確認，防災関係機関への連絡 

○ 応急対策活動情報，被害情報等の連絡 

○ 一般回線が使用できない場合における防災行政無線，衛星通信回線等の活用 

○ 放射性物質による影響の早期把握のための緊急時モニタリングの実施 

 

○ 災害の状況に応じた事故対策のための警戒態勢の確立 

○ 原子力災害合同対策協議会への派遣，災害関係情報の把握 

○ 専門家の派遣要請の実施 

○ 応援協定に基づく他市町村等への応援要請，京都府に対する緊急消防援助隊の出動

要請及び指定地方行政機関等の職員の派遣・助言等の要請等の実施 

○ 自衛隊の派遣要請の実施 

○ 防災業務関係者の安全の確保 

○ 原子力災害被災者生活支援チームと連携し，健康管理調査，モニタリング等の総合

的な推進 

 

京都市の警戒態勢 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 第３章  緊急事態応急対策 

③－１ 情報の収集・緊急連絡体制及び通信の確保  

③－２ 活動体制の確立  

警戒態勢 
災害の状況 

設置する本部 本部長 

警戒事象 

原子力施設等立地道府県において，震
度６弱以上の地震が発生した場合等，原
子力施設等の立地地域及びその周辺にお
いて大規模自然災害又は重要な故障が発
生した場合等，特定事象に至る可能性が
ある事故・故障又はこれに準ずる事故・

故障 

重大な 
トラブル 

京都府又は関西電力（株）が，大飯発電
所で発生したトラブルで特定事象に至る
おそれがあると認めた事象 

原子力災害 

情報連絡本部 

防災危機 

管理室長 

原子力第一 
防災体制 

 関西電力（株）が，原災法第１１条第
１項等に基づき設置している放射線測定

設備において，１マイクロシーベルト／
時以上の放射線が検出されるか，そのお
それがある場合に大飯発電所でとる原子
力防災体制 

原子力災害 
警戒本部 

危機管理監

特定事象 
 原災法第10条に基づき関西電力（株）
が国，関係公共機関への通報を義務付け

られている異常事象 

原子力緊急 

事態宣言 

 原災法第15条に定める原子力緊急事

態に至った場合に，内閣総理大臣が発出

災害対策本部 市長 

５



 

○ 住民等に対する事故発生及び屋内退避，避難の勧告又は指示等に関する情報の伝達 

避難等の実施内容（原子力災害避難計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難等に係るＯＩＬと防護措置 
基準の種類 基準の概要 初期設定値 防護措置 

ＯＩＬ１ 
住民等を数時間内に
避難や屋内退避等を
させるための基準 

500 
ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時 

数時間内を目途に区域を特定し，避難
を実施（移動が困難な者の一時屋内退
避を含む）。 

ＯＩＬ２ 

地域生産物の摂取を
制限するとともに，
住民等を１週間程度
内に一時移転させる
ための基準 

20 
ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時 

１日内を目途に区域を特定し，地域生
産物の摂取を制限するとともに，１週
間程度内に一時移転を実施。 

 

○ 避難及びスクリーニングの場所の開設及び実施 

○ 広域一時滞在への対応 

○ 安定ヨウ素剤の予防服用措置 

○ 災害時要配慮者への配慮 

○ 学校，病院，社会福祉施設等における避難措置 

○ 飲食物，生活必需品等の調達・供給 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

避難等の区分 判断基準 住民等の行動 市本部の活動

屋内退避 

放射性物質
の吸引抑制や
中性子線及び
ガンマ線を遮
へいするた
め，家屋内に
退避すること
により，被ば
くの低減を図
る防護措置 

・ＥＡＬに基づく
全面緊急事態に
至った場合 

・内閣総理大臣が
原子力緊急事態
宣言を発出した
場合 

・本部長が独自に
判断した場合 

・ＵＰＺ内の住民等は自宅，
職場等の建物内に退避する
とともに地域生産物の摂取
を制限 

・ＵＰＺ外の住民等は必要に
応じて，屋内退避の勧告又
は指示を行う可能性がある
旨の注意喚起 

・屋内退避の
情報伝達 

・避難時集合
場所の開設
準備 

避難及び 
一時移転 

住民等が一
定量以上の被
ばくを受ける
可能性がある
場合に，放射
性物質又は放
射線の放出源
から離れるこ
とにより，被
ばくの低減を
図る防護措置 

・原子力災害の事
態進展が急速で
あるとして，国
から避難の措置
を講じるよう指
示された場合 

・ＯＩＬの値を超
え，又は超える
おそれがあると
認められる場合 

・本部長が独自に
判断した場合 

・最寄りの避難時集合場所へ
集合し，公用車又は乗合等
により市本部が指定する避
難所へ避難 

・ただし，時間的猶予又は地
理的状況等により避難時集
合場所に集合するよりも自
ら避難区域外に移動するこ
とが合理的である場合は，
避難時集合場所に集合する
ことなく，自ら避難 

・地域生産物の摂取を制限 

・避難等の情
報伝達 

・避難時集合
場所の開設

・避難者の受
入れ 

・避難所等の
開設 

・スクリーニ
ングの実施

③－３ 住民等に対する事故発生及び避難指示等の連絡  

③－４ 屋内退避，避難収容等の防護活動  

【全面緊急事態について】 
 原子力施設における事故等発生時において，当該施設の状況に応じて区分される緊急事態区
分のひとつ。ほかに警戒事態，施設敷地緊急事態がある。 
 原子力災害対策指針では，当面の基準（ＥＡＬ）として，以下の事例をはじめ１３項目が挙
げられている。 
・ 原子炉の非常停止が必要な場合において，原子炉を停止する全ての機能が喪失 
・ 全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水不能 
・ 原子炉を冷却する全ての機能が喪失 
・ 炉心の溶融を示す放射線量又は温度の検知 
・ 原子炉制御室等の使用不能 
・ 敷地境界線の空間放射線量率５ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時が１０分以上継続 等 

６ 

原子力災害対策指針の改定に伴う基準の具体化 



 

○ 救助・救急活動のための資機材の確保及び救助・救急活動の実施 

○ 緊急時における住民等の健康管理，スクリーニング，除染等の実施 

○ 京都府が行う緊急被ばく医療への協力 

 

○ 京都府が行う飲食物の汚染状況調査への協力，ＯＩＬの値等を踏まえた飲食物の出

荷制限，摂取制限等の実施 

○ 琵琶湖等の水が放射性物質により汚染された場合又は汚染されるおそれがある場

合，水道原水及び水道水の放射能測定体制及び浄水処理の強化 

飲食物摂取制限に係るＯＩＬと防護措置 

基準の種類 基準の概要 初期設定値 防護措置の概要 

飲食物に係
るスクリー
ニング基準 

ＯＩＬ６による飲食物の摂取
制限を判断する準備として，
飲食物中の放射性核種濃度測
定を実施すべき地域を特定す
る際の基準 

0.5 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時 数日内を目途に飲食物中の放
射性核種濃度を測定すべき区
域を特定 

ＯＩＬ６ 経口摂取による被ばく影響を
防止するため，飲食物の摂取
を制限する際の基準 

下表のとおり 1 週間内を目途に飲食物の放
射性核種濃度の測定と分析を
行い，基準を超えるものにつ
き摂取制限を迅速に実施 

ＯＩＬ６に係る飲食物の種類及び核種別の初期設定値 

放射性物質の核種 飲料水，牛乳・乳製品 野菜類，穀類，肉，卵，魚，その他 

放射性ヨウ素 300 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 2,000 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 

放射性セシウム 200 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 500 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 

プルトニウム等 1 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 10 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 

ウラン 20 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 100 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏ 

 

○ 避難者の輸送，要員，資機材，住民の生活に必要な物資等の緊急輸送活動 

○ 緊急輸送のための交通確保 

 

○ 市民等の心理的動揺等をおさえるため，迅速かつ分かりやすく正確な情報提供と広報の実施 

○ 市民等のニーズ及び災害時要配慮者に配慮した情報伝達の実施 

○ 専用窓口の設置等，市民等からの問い合わせへの対応 

 
○ 避難の勧告又は指示等を行った地域及びその周辺における治安の確保及び火災の予防  

 

○ 庁舎の所在地が避難対象区域に含まれた場合における行政機関の退避 

○ 退避先での業務継続 

 

○ ボランティアの受入れ  

○ 義援物資，義援金の受入れ及び配付，配分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③－７ 市民等への迅速かつ的確な情報伝達活動  

③－８ 飲食物の出荷制限・摂取制限等  

③－６ 救助・救急及び医療活動  

③－５ 緊急輸送活動  

③－９ 治安の確保及び火災の予防  

③－１０ 行政機関の業務継続に係る措置  

③－１１ 自発的支援の受入れ等 

７

原子力災害対策指針の改定に伴う基準の具体化 



 
○ 国，京都府，関西電力(株)等とともに，放射性物質による環境汚染への対処につい

て必要な措置を実施 

 
○ 市民等に対する心身の健康相談及び健康調査を行うための体制を整備 

 
○ 住まいの確保，生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え，

コミュニティの維持回復，心身のケア等生活全般にわたるきめ細かな支援を実施 
○ 被災者の自立に対する援助，助成措置に関する総合的な相談窓口等を設置 
○ 災害復興基金の設立等を検討 

 
○ 市内産農産物のモニタリングの実施及び測定結果を全国へ情報発信 
○ 多様なメディアを活用し，観光客や修学旅行生が安心して京都のまちを訪れられる

ことを世界，全国へ情報発信 
○ 市内産農産物，地場産品等，京都産品の販売促進イベント，観光客誘致プロモーションの展開
○ 避難者に対して偏見等による人権侵害が起こらないよう，放射能に関する正しい知

識の普及や人権意識を啓発する取組みを実施 

 
○ 被災中小企業に対する被災した設備の復旧資金や運転資金等を対象とした低利の融

資制度を創設 
○ 被災農林業者に対する国，京都府等が実施する施設の災害復旧及び運転資金等を対

象とした低利融資制度の情報を提供 
○ 被災中小企業等及び被災農林業者に対する援助，助成措置についての広報及び相談窓口を設置

 
○ 原子力緊急事態解除宣言の発出後も，引き続き存置される現地対策本部及び原子力

災害被災者生活支援チームと連携して，原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実
施 

 
○ 京都府と連携を図り，緊急時モニタリング等による地域の調査，国の指導・助言及

び指示等に基づき，緊急事態応急対策として実施された立入制限，飲食物の出荷制
限，摂取制限等各種制限措置の解除を実施 

 

○ 国及び京都府と協議の上，状況に応じて避難区域を見直し，原子力災害事後対策を実施すべき区域を設定

 
○ 避難及び屋内退避を行った住民等が災害時に所在した証明や避難所等においてとっ

た措置等の記録を作成 
○ 被災地の汚染状況，応急対策措置及び事後対策措置を記録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 第４章  原子力災害中長期対策 

④－１ 放射性物質による環境汚染への対処  

④－２ 心身の健康相談体制の整備  

④－３ 風評被害等の影響の軽減  

④－４ 被災者等の生活再建等の支援  

④－５ 被災中小企業等に対する支援  

④－６ 緊急事態解除宣言後の対応  

④－７ 各種制限措置の解除  

④－８ 原子力災害事後対策実施区域の設定 

④－９ 被災地域住民に係る記録等の作成 

８ 


